
保険料の納め方
　保険料は、年金から天引きされる「特別徴収」と納
付書や口座振替などで納める「普通徴収」のいずれか
で、被保険者一人一人が納めます。
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野
志
市
長
は
、
市
の
取
り
組
み
状
況

な
ど
を
説
明
す
る
と
と
も
に
自
ら
の

体
験
談
を
交
え
な
が
ら
「
各
家
庭
で

も
災
害
に
備
え
て
、
家
具
の
固
定
と

１
週
間
分
の
水
や
食
料
の
備
蓄
を
お

願
い
し
た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

 

意
見
・
要
望

●
学
校
に
防
災
資
機
材
の
保
管
場
所

を
確
保
し
て
ほ
し
い

●
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
を
促
進
し
て

ほ
し
い

 

感
想

●
身
近
な
問
題
に
対
し
て
、
真
心
を

持
っ
て
対
応
し
て
も
ら
え
た
こ
と
が

良
か
っ
た

●
市
政
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
機
会
で
あ
り
、
今
後
も
継

続
し
て
ほ
し
い

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
課
☎
948
６

３
３
３
・
934
２
３
３
６

　
そ
の
た
め
、
今
回
各
世
帯
に
郵
送

す
る
保
険
証
は
、
そ
の
保
険
証
に
記

載
の
あ
る
有
効
期
限
内
は
そ
の
ま
ま

使
用
で
き
ま
す
。

国
保
・
年
金
課

948
６
３
６
３
・

934
２
６
３
１

　
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
で
、
新
し

い
保
険
証
を
送
り
ま
す
の
で
、
８

月
１
日
㈫
か
ら
は
、
薄
い
黄
色
の

保
険
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
今
年
度
の
保
険
料
納
入
通
知
書

を
送
り
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。（
下
図
参
照
）

　
納
付
書
で
支
払
う
場
合
の
第
１

期
納
期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。

支
所
、
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
で

お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

 

　

 　

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療 
　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。
新
し
い
保

険
証
は
７
月
末
ま
で
に
各
世
帯
に
郵

送
し
ま
す
（
７
月
20
日
㈭
よ
り
順
次

発
送
）
。
70
～
74
歳
ま
で
の
人
の
保

険
証
は
、
高
齢
受
給
者
証
も
兼
ね
て

い
ま
す
。
８
月
に
な
っ
て
も
保
険
証

が
届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
負
担
割
合
は
（
３
割
、
２
割
、
２

割
〈
特
例
措
置
に
よ
り
１
割
〉
）
の

う
ち
ど
れ
か
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

　
70
～
74
歳
ま
で
の
人
の
負
担
割
合

は
下
図
の
流
れ
で
決
ま
り
ま
す
。

　
３
割
負
担
と
な
っ
た
人
で
、
収
入

額
に
よ
る
再
判
定
基
準
を
満
た
す
場

合
、
申
請
に
よ
り
負
担
割
合
が
軽
減

さ
れ
ま
す
（
該
当
の
可
能
性
の
あ
る

人
に
は
別
途
申
請
書
を
送
付
）。

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
」
の
被

保
険
者
証（
以
下
、保
険
証
）と
、

保
険
料
の
切
り
替
え
時
期
と
な

り
ま
し
た
。
７
月
中
旬
に
新
し

い
保
険
証
と
保
険
料
の
納
入
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
大
切
な

お
知
ら
せ
で
す
の
で
、
７
月
末

ま
で
に
届
か
な
い
場
合
は
、
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

新しい
保険証

保険料
の納入
通知書
７
月
中
旬
に

送
り
ま
す

と

納
付
書
で
の
支
払
期
限

第
１
期
は
７
月
31
日
㈪

　
　
　
　

 

は
薄
い
黄
色  

８
月
か
ら

の
保
険
証

保険料の計算方法
　保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と前年の所得に応じて
決まる「所得割額」の合計額です。

均等割額

46,308円

一人あたりの保険料

最高限度額57万円

所得割額

所得金額 × 所得割率
　　　　  　9.16%

＝＋
※所得金額=前年の所得の合計額−基礎控除額（33万円）
※均等割額と所得割率は県内一律

保険料の軽減
【均等割額】世帯の所得状況に応じて均等割額が
軽減されます。

【所得割額】所得金額が58万円
以下の人は「所得割額」が２割
軽減されます。

【被用者保険の被扶養者だっ
た人】後期高齢者医療制度に
加入する前日まで、社会保険
の被扶養者だった人は、所得
割額が課されず均等割額が７
割軽減されます。ただし、国民
健康保険（国民健康保険組合
を含む）加入者だった人には適
用されません。

※65歳以上の公的年金などの所得は最大15万円を差し引いて判定
※世帯主が後期高齢者でない場合も判定の対象
※判定には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用外

世帯の総所得金額等
（世帯主と被保険者により判定）

軽減
割額

33万円
以下の世帯

被保険者全員の各所得が0円となる
場合（公的年金所得は控除額を80
万円として計算）

９割

上記以外の場合 8.5割
【33万円+27万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ５割
【33万円+49万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 ２割

70
～
74
歳
ま
で
の
人
の
保
険
証
に

は
負
担
割
合
が
表
示
さ
れ
ま
す

負
担
割
合
の
判
定
と
収
入
額
に
よ

る
再
判
定

負
担
割
合
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

平
成
30
年
４
月
か
ら
国
民
健
康
保

険
制
度
の一部
が
変
わ
り
ま
す

3割負担

該当しない 該当する
〈上記の①～③のいずれかに〉

収入額による再判定基準

①同世帯で70～74歳までの
国民健康保険（以下、国保）
被保険者が１人

　⇒収入額が383万円未満

②同世帯で70～74歳までの
国保被保険者が２人以上

　⇒収入額合計が520万円
未満

③同世帯に70～74歳までの
国保被保険者が１人、かつ
旧国保被保険者（国保から
後期高齢者医療に移行し
た人）がいる場合

　⇒旧国保被保険者との収
入額合計が520万円未満

申請に
よる

再判定

該当

2割負担または1割
※1割負担は、国の特例
措置により、生年月日が
昭和19年4月1日以前
の人が対象

最初の判定

平成29年度の市民税課
税標準額が145万円以上

（同世帯で70～74歳ま
での被保険者のうち1人
でも該当）。また、昭和
20年１月２日以降に生ま
れた70歳以上の被保険
者がいる世帯はさらに旧
ただし書所得※の合計額
が210万円を超える（同
世帯にいる70～74歳ま
での被保険者が対象）
※旧ただし書所得とは総
所得金額等から基礎控
除額（33万円）を差し引
いた額

該当しない

【負担割合の判定基準および収入額による再判定基準】
　
保
険
証
が
新
し
い
様
式
に
変
更
と

な
り
ま
す
が
、
本
市
で
の
新
た
な
保

険
証
へ
の
切
り
替
え
時
期
は
平
成
30

年
8
月
1
日
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
「
雄
郡
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
」
を
テ
ー
マ
に
６
月
３
日
、
地

域
別
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
雄
郡

公
民
館
で
開

催
さ
れ
ま
し

た
。
参
加
者

か
ら
は
、
防

災
へ
の
取
り

組
み
や
防
犯

対
策
、
道
路

整
備
な
ど
の

意
見
や
要
望

が
挙
が
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
ら
の

意
見
に
対
し
、

「
雄
郡
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
開
催

市
長
と
話
そ
う
！

雄郡地区

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

活発な意見交換の様子

　
限
ら
れ
た
時
間
で
し
た
が
、

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
直

接
、
市
長
や
担
当
者
に
話
す
こ

と
が
で
き
、
と
て
も
有
意
義
な

時
間
で
し
た
。

市
長
と
有
意
義
な
意
見
交
換

が
で
き
た

日野　繁さん
（針田町）

高齢福祉課 948-6862・6406・6370・
934-1763

はい

いいえ

はい

いいえ 申請により、口座
振替に変更できます

介護保険料
との合計額が、

天引き対象
となる

年金額の
２分の１を

超える

天引き対象
となる

年金額が
年額18万円未満

特別徴収

普通徴収

第 1 期 7/31 ㈪
第 2 期 8/31 ㈭
第 3 期 10/2 ㈪
第 4 期 10/31 ㈫
第 5 期 11/30 ㈭
第 6 期 12/25 ㈪
第 7 期 平成 30 年 1/31 ㈬
第 8 期 2/28 ㈬
第 9 期 4/2 ㈪

平成 29 年度の納期限

　納付書（支払場所は支所、金
融機関、コンビニ）または口座
振替で納めます。

仮徴収 本徴収
４月・６月・８月 10 月・12 月・2 月

　前年の所得が確定す
るまでは、仮計算された
保険料（原則２月と同額）
を年金天引きします。

　前年の所得が確定後、
年間保険料から仮徴収分
を引いた額を３回に分け
て天引きします。

年６回の年金支給時に、保険料があらかじめ天引きされます。


